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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石膏及び無機質繊維の複合板であって、
　前記無機質繊維の割合が、前記複合板の総重量に対して４０～６０重量％の範囲にある
とともに、前記複合板の総重量に対して０．５～２．０重量％のパルプ繊維を含むことを
特徴とする石膏及び無機質繊維の単層の複合板。
【請求項２】
　石膏及び無機質繊維の複合板であって、
　前記無機質繊維の割合が、前記複合板の総重量に対して４０～６０重量％の範囲にある
とともに、前記複合板の総重量に対して０．５～２．０重量％のパルプ繊維を含むことを
特徴とする石膏及び無機質繊維の吸音用の複合板。
【請求項３】
　前記複合板の原料に、廃石膏ボードのボード用原紙、及び
廃石膏ボードを粉砕して得られる二水石膏粉末を焼成することにより製造された焼石膏を
含むことを特徴する請求項１又は請求項２に記載の石膏及び無機質繊維の複合板。
【請求項４】
　焼石膏、無機質繊維、及び界面活性剤を含む原料を混練した後に所定形状に成形される
石膏及び無機質繊維の単層の複合板を製造するにあたり、前記複合板の総重量に対して４
０～６０重量％の無機質繊維と、前記複合板の総重量に対して０．５～２．０重量％のパ
ルプ繊維とを所定量の水に分散させてスラリーをつくり、次にこのようにして得たスラリ
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ーに、廃石膏ボードのボード用原紙、及び廃石膏ボードを粉砕して得られる二水石膏粉末
を焼成することにより製造された焼石膏を、添加して混合攪拌することにより原料を混練
し、スラリーとなし、脱水プレスすることを特徴する石膏及び無機質繊維の複合板の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建築材として用いられる石膏及び無機質繊維の複合板に関するもので、防火性
、吸音性、断熱性に優れ、軽量で、湿度に対する寸法安定性が高い石膏及び無機質繊維の
複合板、及びその製造方法を提供するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、建築物の内装材としては、石膏ボードが、優れた防火性能及び経済性から広く用い
られていた。しかしながら、石膏ボードの重量は、例えば厚さ９．５ｍｍで９１０ｍｍ×
１８２０ｍｍのものでは、１枚当たり、１０～１１ｋｇにもおよぶため、天井に施工する
際の高所での作業を困難なものとし、また、輸送時や施工時においては、作業者が落下等
させる場合があり、欠けや傷等を生じさせていた。また、天井には吸音性能が求められる
場合があるが、石膏ボードでは不十分であった。従って、石膏ボードの防火性能を維持し
つつ軽量化、かつ吸音性能を付与することが望まれていた。
【０００３】
一方、天井には、ロックウール化粧吸音板が使用されることも多い。ところが、ロックウ
ール化粧吸音板は、室内の湿度の変化に応じて吸音板の寸法が変化してしまうという問題
点があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、防火性能に優れ、石膏ボードにない吸音性
を持ち、軽量で、かつ湿度の変化に対して寸法安定性が高い石膏及び無機質繊維の複合板
を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、無機質繊維を所定量の水に分散させてスラリーを
つくり、次にこのようにして得たスラリーに焼石膏を添加して混合攪拌することにより原
料を混練した後に所定形状に成形される石膏及び無機質繊維の複合板が防火性能に優れ、
石膏ボードにない吸音性を持ち、軽量で、かつ湿度の変化に対して寸法安定性が高い石膏
及び無機質繊維の複合板となることを見出した。
【０００６】
　すなわち、請求項１は、石膏及び無機質繊維の複合板であって、前記無機質繊維の割合
が、前記複合板の総重量に対して４０～６０重量％の範囲にあるとともに、前記複合板の
総重量に対して０．５～２．０重量％のパルプ繊維を含むことを特徴とする石膏及び無機
質繊維の単層の複合板である。
【０００７】
　請求項２は、石膏及び無機質繊維の複合板であって、前記無機質繊維の割合が、前記複
合板の総重量に対して４０～６０重量％の範囲にあるとともに、前記複合板の総重量に対
して０．５～２．０重量％のパルプ繊維を含むことを特徴とする石膏及び無機質繊維の吸
音用の複合板である。
【０００８】
　請求項３は、前記複合板の原料に、廃石膏ボードのボード用原紙、及び
廃石膏ボードを粉砕して得られる二水石膏粉末を焼成することにより製造された焼石膏を
含むことを特徴する請求項１又は請求項２に記載の石膏及び無機質繊維の複合板である。
【０００９】
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　請求項４は、焼石膏、無機質繊維、及び界面活性剤を含む原料を混練した後に所定形状
に成形される石膏及び無機質繊維の単層の複合板を製造するにあたり、前記複合板の総重
量に対して４０～６０重量％の無機質繊維と、前記複合板の総重量に対して０．５～２．
０重量％のパルプ繊維とを所定量の水に分散させてスラリーをつくり、次にこのようにし
て得たスラリーに、廃石膏ボードのボード用原紙、及び廃石膏ボードを粉砕して得られる
二水石膏粉末を焼成することにより製造された焼石膏を、添加して混合攪拌することによ
り原料を混練し、スラリーとなし、脱水プレスすることを特徴する石膏及び無機質繊維の
複合板の製造方法である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の石膏及び無機質繊維の複合板の一実施形態について説明する。なお、以下
の説明において複合板の総重量とは、複合板中に含まれる二水石膏と無機質繊維との合計
重量を示すものとする。
【００１７】
本発明の石膏及び無機質繊維の複合板の製造方法は、焼石膏及び無機質繊維を含む原料を
混練した後に所定形状に成形される石膏及び無機質繊維の複合板を製造するにあたり、無
機質繊維を所定量の水に分散させてスラリーをつくり、次にこのようにして得たスラリー
に焼石膏を添加して混合攪拌することにより原料を混練することを特徴とする。
【００１８】
この製造方法によれば、従来の無機質繊維の含有率が低い石膏及び無機質繊維の複合板の
みならず、複合板の総重量に対して無機質繊維が、２０～７０重量％含まれている石膏及
び無機質繊維の複合板をも製造することができる。
【００１９】
これは、従来、無機質繊維、焼石膏、水等を一緒に混合していたため無機質繊維が２０重
量％以上含まれていると粘度が高すぎて均一混合が不可能であったが、本発明の製造方法
によれば、無機質繊維を分散する際には、焼石膏を入れておらず粘度もそれほど上昇せず
、均一混合が可能となるからである。
【００２０】
具体的には、石膏及び無機質繊維の複合板は、次のように製造される。まず、無機質繊維
を所定量の水に分散させる。すなわち、無機質繊維の重量に対して、６０～８００重量％
の水を無機質繊維に加え、混合攪拌する。攪拌機としては、公知のプロペラ式、タービン
式、パドル式等各種の攪拌機、又はパルパーを使用することができる。
【００２１】
さらに、この混合攪拌の際に添加剤として、パルプ繊維又は廃石膏ボードのボード用原紙
の粉砕品等を加えることもできる。
【００２２】
本発明に用いる無機質繊維には、例えば、岩綿、グラスウールを使用することができる。
これらの無機質繊維は、一種類のみ使用しても良いし、２種以上を同時に使用しても良い
。ここで、岩綿は、公知の岩綿、例えば、玄武岩、安山岩のような塩基性火成岩、高炉ス
ラグ等を溶融し、溶融物を空気又は空気と水蒸気により吹き飛ばすことにより綿状とした
ものであれば、特に限定はされない。また、グラスウールはガラスを溶融し、噴射または
遠心力を利用して繊維状にしたものであれば特に限定されないが、径が４～８μｍである
ことが好ましい。
【００２３】
パルプ繊維又は廃石膏ボードのボード用原紙の粉砕品は、加えなくても複合板の製造は可
能であるが、パルプ繊維又は廃石膏ボードのボード用原紙の粉砕品が含まれていると無機
質繊維の分散性が改善され、かつ、後述する脱水をしながらプレスする際に、パルプ繊維
により石膏が保持され、石膏分の流出を抑えつつ脱水することができる。
【００２４】
パルプ繊維としては、公知のパルプ繊維、例えばリンターパルプ、針葉樹パルプ、広葉樹
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パルプ等各種のパルプ繊維が使用される。廃石膏ボードのボード用原紙は、後述するよう
に廃石膏ボードから分離されたものを使用する。また、混合する割合としては、複合板の
総重量に対して０．５～２．０重量％が好ましい。２．０重量％を超える場合には、パル
プ繊維又は廃石膏ボードのボード用原紙は、有機物であるため防火上好ましくなく、０．
５重量％未満の場合には、スラリーの脱水プレスの際に、石膏分が水と一緒に大量に流出
してしまうので好ましくないからである。
【００２５】
次に、このようにして得たスラリーに焼石膏を添加し、さらに混合攪拌する。また、石膏
ボードを製造する際に使用される分散剤、硬化促進剤、遅延剤等を必要に応じて混合する
ことができる。ここで攪拌機の回転数は、３６０ｒｐｍ以上とすることが好ましい。３６
０ｒｐｍ以上で混合攪拌することにより、無機質繊維と焼石膏の流動性の良いスラリーを
得ることができるからである。また、後述する界面活性剤を添加した場合、空気泡と均一
に混合されるからである。添加する焼石膏は、原料の二水石膏（ＣａＳＯ4・２Ｈ2Ｏ）を
、約１５０℃～２００℃の温度で加熱して焼石膏（ＣａＳＯ4・１／２Ｈ2Ｏ）とした後、
粉砕したものを使用する。原料の二水石膏は、天然石膏、化学石膏、石膏ボード製造中、
解体により生じた廃石膏ボードから生じた廃石膏等を使用できる。廃石膏は、その石膏結
晶が約１μｍ×１０μｍと非常に微細であって比表面積が大きいため、流動性に優れたス
ラリーを得るためには多量の水を使用する必要がある。このため、従来は、廃石膏を使用
すると大量の水を使用し、そして、この水を製造工程中で乾燥させる必要があるため、生
産効率が落ちるという問題があった。本発明の複合板では、後述するように、乾燥前に余
分な水は脱水され、このような生産効率の問題は生じることはない。
【００２６】
また、本発明では、焼石膏を使用しているが、一般に焼石膏以外の無機結合材としては、
セメント、無水石膏等が考えられる。ところが、セメント、無水石膏を使用しても複合板
の製造はできるが、その水和速度は遅く、十分な養生時間が必要となることから、生産効
率が極端に落ちるため好ましくない。
【００２７】
さらに、この混合攪拌の際に、界面活性剤、有機質繊維（アクリル繊維、ビニロン繊維等
）、無機質繊維（ガラス繊維、カーボン繊維等）、澱粉（コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、
コムギ澱粉、コメ澱粉、タピオカ澱粉、サゴ澱粉、化工澱粉等）、ＰＶＡ（ポリビニルア
ルコール）、メチルセルロース、無機軽量骨材（パーライト、シラスバルーン、バーミキ
ュライト、ガラスバルーン等）等の各種添加剤を加えることもできる。
【００２８】
界面活性剤としては、特に限定されず、公知のイオン性界面活性剤、非イオン性界面活性
剤等を使用することができる。例えば、非イオン性界面活性剤としては、高級アルコール
のエチレンオキサイド付加物、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ソルビタン脂肪
酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビ
トール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル
、ポリオキシエチレングリセリド等を使用することができる。
【００２９】
また、イオン性界面活性剤としては、例えば、高級アルコールの酸化エチレン付加体のア
ルカリ金属塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェート、脂肪酸ナトリウム、
脂肪酸カリウム、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルフォン酸塩、アルキル
ナフタレンスルフォン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルジフェニルエーテル
ジスルフォン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル酢酸塩、アルカンスルフォン酸塩、ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物の
塩等が使用することができる。これらの界面活性剤の中で、特に高級アルコールのエチレ
ンオキサイド付加物、高級アルコールの酸化エチレン付加体のアルカリ金属塩、又は、ポ
リオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートは、無機質繊維及び石膏との親和性が高
いことから特に望ましい。
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【００３０】
界面活性剤を加えなくても複合板の製造は可能であるが、界面活性剤を加えるとその起泡
作用によって、スラリー中にきれいな球状の独立した空気泡が導入される。空気泡は、ボ
ールベアリングのような作用をするので流動性が改善される。このため後述する型枠への
充填が容易となり製造効率が向上する。
【００３１】
また、界面活性剤を加えると空気泡の影響で、水と他の原料、例えば、無機質繊維及び石
膏が均一に分散され、材料分離に対する抵抗性が著しく向上し、スラリーの保水性が改善
される。このため均質な複合板を得ることができる。
【００３２】
アクリル繊維、ビニロン繊維、ガラス繊維、カーボン繊維等は加えなくても複合板の製造
は可能であるが、複合板の曲げ強度を強化する場合には使用することが好ましい。また、
混合する割合としては、複合板の総重量に対して０．５～２．０重量％が好ましい。２．
０重量％を超える場合には、アクリル繊維、ビニロン繊維等の有機繊維、及び、カーボン
繊維は、防火上好ましくなく、０．５重量％未満の場合には、補強強度が小さいからであ
る。また、グラスウールにおいては、２．０重量％を超える場合には、スラリー粘度が高
くなり均一混合が困難となっていき、０．５重量％未満では補強強化が小さいからである
。
【００３３】
澱粉（コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、コムギ澱粉、コメ澱粉、タピオカ澱粉、サゴ澱粉、
化工澱粉等）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、メチルセルロースは加えなくても複合
板を製造することは可能であるが、無機質繊維と石膏との接着を強化するために使用する
ことが好ましい。この場合に、澱粉（コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、コムギ澱粉、コメ澱
粉、タピオカ澱粉、サゴ澱粉、化工澱粉等）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、メチル
セルロースは、単独でも又は混合した状態でも使用することができる。また、混合する割
合としては、複合板の総重量に対して０．５～２．０重量％が好ましい。２．０重量％を
超える場合には、澱粉（コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、コムギ澱粉、コメ澱粉、タピオカ
澱粉、サゴ澱粉、化工澱粉等）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、メチルセルロースは
、有機物であるため防火上好ましくなく、０．５重量％未満の場合には、無機質繊維が石
膏から剥離し易く強度の面で好ましくないからである。
【００３４】
化工澱粉としてはデキストリン、酸化澱粉等が使用される。また、ＰＶＡとしては、特に
限定されず、各種の変性をかけたものであっても構わず、例えば、マレイン酸変性、イタ
コン酸変性等の各種の変性ポリビニールアルコールも使用することができる。
【００３５】
ここで、無機質繊維の量は、複合板の総重量に対して２０～７０重量％含まれていること
が好ましい。すなわち、複合板中には、二水石膏（ＣａＳＯ4・２Ｈ2Ｏ）と無機質繊維と
が含まれることとなるが、この二水石膏（ＣａＳＯ4・２Ｈ2Ｏ）及び無機質繊維の総重量
に対して、無機質繊維の量は、２０～７０重量％含まれていることが好ましい。無機質繊
維は、繊維間に多くの空気を含むことができ、この空気によって複合板の重量を軽くする
ことができるが、無機質繊維の量を２０重量％未満とすると、繊維間に含ませることがで
きる空気量が減少してしまい複合板の軽量化が困難となるからである。
もちろん、無機質繊維の量が２０重量％未満の複合板でも軽量化のために空気量を増やす
こともできるが、この場合には、繊維間に取り込まれない空気が多くなり、この空気がス
ラリーの上方に偏在してしまい、均一な複合板を作製することが困難となる。
【００３６】
一方、無機質繊維が７０重量％を超えると、石膏の占める割合が低くなるため、無機質繊
維相互間の結合力が弱くなり複合板の強度が著しく低くなるためである。さらに無機質繊
維の好ましい量は３０～７０重量％であり、その理由は強度が高く、吸音性能もよいから
である。特に好ましくは、４０～６０重量％である。
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【００３７】
このようにして得たスラリーを型に流し込み所定形状に成形する。この際スラリーを型に
流し込んだ状態でそのまま水分を蒸発させて無機質繊維及び石膏の複合板を製造しても良
い。さらに、焼石膏、無機質繊維、及び界面活性剤を含むスラリーの場合には、スラリー
を型に流し込んだ後、プレスすることが望ましい。この時吸引脱水すればさらに好ましい
。これは、以下の理由からである。
【００３８】
界面活性剤を加えていない場合には、スラリー中で、水と他の成分がある程度分離した状
態で存在している。この場合には、例えばろ布を型の底面に敷いておき、その上からスラ
リーを流し込むと、水は、ろ布を容易に通過していくが、その他の成分は、ろ布の上に残
留するから、水を容易に分離することができ乾燥時間を短縮することができる。
【００３９】
ところが、界面活性剤を加えたスラリーでは、保水性が改善されているため、スラリー中
から余分な水を除くことが困難である。すなわち、例えばろ布を型の底面に敷いておき、
その上からスラリーを流し込んだだけでは、余分な水をろ布から通過させることは困難で
ある。そこで、スラリーを強制的にプレスすることによって、水分を絞り出して、早く乾
燥することができるようになるのである。
【００４０】
また、プレスにおいて、プレス前のスラリーの体積を界面活性剤の起泡作用により増加さ
せ、プレス前の厚みとプレス後の厚みの比率を変化させることにより種々の密度の複合板
を製造することができる。
【００４１】
さらに、多量に無機質繊維を含んだスラリーは、型に流し込んだ状態でも無機質繊維によ
って、表面に凹凸ができてしまうが、表面をプレスことで表面を均すことができる。
【００４２】
このように本発明の製造方法によって製造される複合板は、無機質繊維がよくほぐされな
がら、石膏中に分散しているため、両者の接着力が強い。
【００４３】
なお、本発明において、シリカゲル、珪質頁岩、珪藻土、ゼオライト等の公知の多孔質材
料、ヒドラジド化合物などの公知のホルムアルデヒド吸着材、及びシリコーン、パラフィ
ン等の公知の撥水剤を加えても本発明の効果に影響はない。
【００４４】
【発明の効果】
本発明の複合板は、無機質繊維を含むため軽量な石膏板となる。従って、天井に施工する
際の高所での作業を容易なものとし、また、輸送時や施工時においては、作業者が落下等
を防止することができる。さらに、複合板の原料の焼石膏を廃石膏ボードを粉砕して得ら
れる二水石膏粉末を加熱することにより製造されたものを用いることもできるため、廃棄
物を有効利用することができる。
【００４５】
また、無機質繊維を含むため吸音性に優れる。そして、寸法安定性の良い石膏を結合材と
して用いているため、多量のデンプンを結合材としたロックウール化粧吸音板と比べて、
湿度の変化に対する寸法安定性が高い。
【００４６】
さらに界面活性剤を添加すると界面活性剤の起泡作用によって、スラリー中にきれいな球
状の独立した空気泡が導入され、ボールベアリングのような作用により流動性が改善され
る。このため型枠への充填が容易となり製造効率が向上する。　次に、実施例により本発
明の効果を具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されるものではない。
【００４７】
　　＜参考例１＞
参考例１では、表１に示すように複合板中に含まれる岩綿の量が、複合板中に含まれる二
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水石膏及び岩綿の総重量に対して、２０重量％含まれるように調製した。ここで、焼石膏
は複合板中では二水石膏となり、理論的にその重量が１８．６重量％増加することがわか
っているため、複合板を調製する際にこの増加分を予想して焼石膏の添加量を計算した。
なお、岩綿は、ＪＩＳ　Ａ９５０４（人造鉱物繊維保温材）に規定する原綿（太平洋セメ
ント株式会社製、密度平均110kg/m3,粒子含有率平均1.0％,繊維の太さ平均5.0μｍ）を使
用した。
【００４８】
具体的には、次のようにして複合板を調製した。
表２に示すように、水４４１．０ｇに岩綿７３．５ｇ及びパルプ繊維３．７５ｇを添加し
、パルパーにより分散させた。そして、岩綿が十分に分散されたことを確認後、焼石膏２
５１．３ｇ、酸化澱粉３．７５ｇ、及び界面活性剤としてのポリオキシエチレンアルキル
エーテルサルフェート１．０ｇを水２００ｇと混合し、公知の発泡機で発泡させた約１０
００ｍｌの泡を加え、攪拌機として、ポータブルミキサーを使って、３６０ｒｐｍで１分
間攪拌した。なお、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの泡の平均径は、
約５０μｍ、泡密度は０．２ｇ／ｃｍ3であった。このようにして調製したスラリーを下
面にろ布を敷いた金型に流し込み軽く表面を均した後に、下部から吸引脱水しながら、厚
さ１２ｍｍになるように平板により上部からプレスした。このときのプレス圧力は６ｋｇ
ｆ／ｃｍ2であった。石膏の水和硬化終了後、金型から取り出して２００℃で２０分間乾
燥して平板状の複合板を得た。
【００４９】
【表１】
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【００５０】
　＜参考例２、３、実施例１～３＞
参考例２、実施例１～３、参考例３では、表１及び表２に示すように、複合板中に含まれ
る岩綿の量が、複合板中に含まれる二水石膏及び岩綿の総重量に対して、それぞれ、３０
重量％、４０重量％、５０重量％、６０重量％、７０重量％含まれるように調製した。
【００５１】
　複合板の調製は、参考例２、３、実施例１～３においては、岩綿の量、焼石膏の量、水
の量、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの量、及びポリオキシエチレン
アルキルエーテルサルフェートに混合する水の量、発泡させた泡の量以外は、参考例１と
同様にして調製した。
【００５２】
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　＜参考例４＞
参考例４では、複合板中に含まれるグラスウールの量が、複合板中に含まれる二水石膏及
びグラスウールの総重量に対して、２０重量％含まれるように調製した。ここで、焼石膏
は複合板中では二水石膏となり、理論的にその重量が１８．６重量％増加することがわか
っているため、複合板を調製する際にこの増加分を予想して焼石膏の添加量を計算した。
なお、グラスウールは、東洋ファイバー株式会社製のニュースパーブロー（商品名）を使
用した。
【００５３】
具体的には、次のようにして複合板を調製した。
表２に示すように、水５８８．０ｇにグラスウール７３．５ｇ及びパルプ繊維３．７５ｇ
を添加し、パルパーにより分散させた。そして、岩綿が十分に分散されたことを確認後、
焼石膏２５１．３ｇ、酸化澱粉３．７５ｇ、及びポリオキシエチレンアルキルエーテルサ
ルフェート１．０ｇを水２００ｇと混合し、公知の発泡機で発泡させた約１０００ｍｌの
泡を加え、攪拌機として、ポータブルミキサーを使って、３６０ｒｐｍで１分間攪拌した
。なお、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの泡の平均径は、約５０μｍ
、泡密度は０．２ｇ／ｃｍ3であった。このようにして調製したスラリーを下面にろ布を
敷いた金型に流し込み軽く表面を均した後に、下部から吸引脱水しながら、厚さ１２ｍｍ
になるように平板により上部からプレスした。このときのプレス圧力は６ｋｇｆ／ｃｍ2

であった。石膏の水和硬化終了後、金型から取り出して２００℃で２０分間乾燥して平板
状の複合板を得た。
【００５４】
　＜参考例５、６、実施例４＞
　参考例５、実施例４、参考例６では、表１及び表２に示すように複合板中に含まれるグ
ラスウールの量が、複合板中に含まれる二水石膏及びグラスウールの総重量に対して、そ
れぞれ、３０重量％、４０重量％、７０重量％含まれるように調製した。
【００５５】
　複合板の調製は、参考例５、６、実施例４においては、グラスウールの量、焼石膏の量
、水の量、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの量、及びポリオキシエチ
レンアルキルエーテルサルフェートに混合する水の量、発泡させた泡の量以外は、参考例
４と同様にして調製した。
【００５６】
　＜参考例７＞
　参考例７では、複合板中に岩綿及びグラスウールを加え、複合板中に含まれる岩綿の量
が、複合板中に含まれる二水石膏、岩綿及びグラスウールの総重量に対して２０重量％含
まれ、かつ、複合板中に含まれるグラスウールの量が、複合板中に含まれる二水石膏、岩
綿及びグラスウールの総重量に対して、２０重量％含まれるように調製した。ここで、焼
石膏は複合板中では二水石膏となり、理論的にその重量が１８．６重量％増加することが
わかっているため、複合板を調製する際にこの増加分を予想して焼石膏の添加量を計算し
た。
【００５７】
具体的には、次のようにして複合板を調製した。
表２に示すように、水１０２９．０ｇに岩綿７３．５ｇ、グラスウール７３．５ｇ、及び
パルプ繊維３．７５ｇを添加し、パルパーにより分散させた。そして、岩綿が十分に分散
されたことを確認後、焼石膏１８８．５ｇ、酸化澱粉３．７５ｇ、及びポリオキシエチレ
ンアルキルエーテルサルフェート０．９ｇを水１８０ｇと混合し、公知の発泡機で発泡さ
せた約９００ｍｌの泡を加え、攪拌機として、ポータブルミキサーを使って、３６０ｒｐ
ｍで１分間攪拌した。なお、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの泡の平
均径は、約５０μｍ、泡密度は０．２ｇ／ｃｍ3であった。このようにして調製したスラ
リーを下面にろ布を敷いた金型に流し込み軽く表面を均した後に、下部から吸引脱水しな
がら、厚さ１２ｍｍになるように平板により上部からプレスした。このときのプレス圧力
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は６ｋｇｆ／ｃｍ2であった。石膏の水和硬化終了後、金型から取り出して２００℃で２
０分間乾燥して平板状の複合板を得た。
【００５８】
　＜実施例５＞
【００５９】
　実施例５では、表２に示すように複合板中に含まれる岩綿の量が、複合板中に含まれる
二水石膏及び岩綿の総重量に対して４０重量％含まれるように調製した。
【００６０】
　複合板の調製は、実施例５においては、岩綿の量、焼石膏の量、パルプ繊維の量、酸化
澱粉の量、水の量、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの量、ポリオキシ
エチレンアルキルエーテルサルフェートに混合する水の量、及び発泡させた泡の量以外は
、参考例１と同様にして調製した。なお、実施例５においては、下部から吸引脱水しなが
ら、厚さ１２ｍｍになるように平板により上部からプレスし、このときのプレス圧力は１
２ｋｇｆ／ｃｍ2であった。
＜比較例１～５＞
　比較例１は、無機質繊維が含まれていないものとした。比較例２～３では、複合板中に
含まれる岩綿の量が、複合板中に含まれる二水石膏及び岩綿の総重量に対して、それぞれ
、１０重量％、８０重量％含まれるように調製した。比較例４では、複合板中に含まれる
グラスウールの量が、複合板中に含まれる二水石膏及びグラスウールの総重量に対して、
８０重量％含まれるように調製した。また比較例５では、複合板に無機結合材として、焼
石膏の代わりにポルトランドセメントを加えて調製した。
　複合板の調製は、比較例１～５においては、岩綿の量、グラスウールの量、焼石膏の量
、セメントの量、パルプ繊維の量、酸化澱粉の量、水の量、ポリオキシエチレンアルキル
エーテルサルフェートの量、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートに混合す
る水の量、及び発泡させた泡の量以外は、実施例１と同様にして調製した。
【００６１】
なお、比較例３及び比較例４の複合板は、厚さ１２ｍｍになるようにプレスしたにも拘わ
らず、金型から取り出した後、無機質繊維のスプリングバックにより複合板の厚さは、そ
れぞれ１５ｍｍ、１７ｍｍとなり、設計通りの厚さに調製できなかった。比較例５はセメ
ントの硬化時間が遅いために、ハンドリングができるまでに７時間以上を要し、生産効率
が低かった。以上述べたように比較例３～５は、製造において問題があった。
【００６２】
このように製造した複合板、市販の石膏ボード（比較例６）、及び市販のロックウール化
粧吸音板（比較例７）の密度、曲げ強度、防火性能、熱伝導率、吸音性能、及び湿度に対
する寸法安定性を測定した。測定結果を表１、図１、及び図２に示す。なお、市販の石膏
ボード（比較例６）は１２．５ｍｍのものを使用し、また、市販のロックウール化粧吸音
板（比較例７）は、ロックウールを主原料とし、結合材、混和材を用いて成形し、表面化
粧をした１２ｍｍのものを使用した。
【００６３】
　実施例１～５、参考例１～７の複合板の密度は、０．４１～０．６０ｇ／ｃｍ3と比較
例６の石膏ボードの０．６８ｇ／ｃｍ3に比べて軽量な複合板となった。
【００６４】
なお、比較例３～４の複合板については、それぞれ０．４０ｇ／ｃｍ3、０．３５ｇ／ｃ
ｍ3と軽量となったが、上述のように無機質繊維のスプリングバックによる厚み膨張があ
るため製造上問題があった。
【００６５】
　曲げ強度は、ＪＩＳ　Ａ　１４０８　建築用ボード類の曲げ強度及び衝撃試験方法に準
拠して５号試験体の大きさで測定した。実施例１～５、参考例１～７の複合板は、８．２
２～２６．４５ｋｇｆ／ｃｍ2とＪＩＳ　Ａ　６３０１に規定されたロックウール化粧板
の１２ｍｍ厚の規定値から算出した曲げ強度６．３５ｋｇｆ／ｃｍ2以上となり、天井材
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特に実施例１、実施例２、実施例３、参考例５，及び実施例４は市販のロックウール化粧
吸音板（比較例７）よりも曲げ強度に優れるものであった。一方、比較例１～４は極端に
強度が落ち、ロックウール化粧吸音板の１２ｍｍ厚の規格値から算出した曲げ強度６．３
５ｋｇｆ／ｃｍ2以下となり、強度上問題があることが分かった。
【００６６】
　防火性能は、昭和４５年建設省告示１８２８号に規定する試験に準拠して試験した。実
施例１～５、参考例１～７は、いずれも不燃の性能を示し、市販の石膏ボード（比較例６
）よりも軽量であるにも拘わらず防火性に優れるものであった。
【００６７】
　吸音性能は、ＪＩＳ　Ａ　１４０５　の音響－インピーダンス管による吸音率、及びイ
ンピーダンスの測定（定在派比法）に準拠して吸音率を測定し、その性能を比較した。測
定試料としては、参考例２、実施例１、実施例２、実施例３、参考例５、実施例４、比較
例１、比較例２、市販の石膏ボード（比較例６）、及び市販のロックウール化粧吸音板（
比較例７）を用いた。参考例２、実施例１、実施例２、実施例３、参考例５、実施例４の
複合板は、市販の石膏ボード（比較例６）と比べて周波数２００Ｈｚ以上で吸音率が高く
、特に高周波数域で優れることが確認された。
【００６８】
　さらに、実施例１、実施例２、実施例３、及び実施例４の複合板は、一般に優れた吸音
特性を示すロックウール化粧吸音板（比較例７）と同等の吸音率を発揮した。ところで、
実施例１、実施例２、実施例３、及び実施例４の複合板は、高価な岩綿、グラスウールが
４０～６０重量％程度しか含まれていない。よって、ロックウール吸音板に比べて安価に
製造することができる。
【００６９】
なお、比較例１は、市販の石膏ボード（比較例６）とほぼ同等の吸音率の吸音性能しか発
揮しなかった。また、比較例２についても極端に吸音性能が低下した。
【００７０】
　次にＪＩＳ　Ａ　１４３７の建築用内装ボード類の耐湿性試験方法に従い、湿度変化に
よる寸法変化率（長さ変化率）を測定した。測定試料としては、参考例１、実施例１、参
考例３、参考例５、実施例４、市販の石膏ボード（比較例６）、及び市販のロックウール
化粧吸音板（比較例７）を用いた。試験は、まず測定試料を温度２５℃、相対湿度５０％
に設定した恒温恒湿槽に２４時間静置し、その後温度２５℃、相対湿度９０％に設定した
恒温恒湿槽に２４時間静置した。この湿度変化を繰り返して、寸法変化を測定した。試験
片の寸法変化率（長さ変化率）は、ＪＩＳ　Ａ　１１２９に示すコンパレーター方法によ
って測定した。試験結果を図２に示す。参考例１、実施例１、参考例３、参考例５、及び
実施例４の複合板は、石膏ボード（比較例６）、ロックウール化粧吸音板（比較例７）の
いずれよりも湿度変化による寸法変化率が小さかった。これにより、複合板の総重量に対
して無機質繊維が２０～７０重量％が含まれていることによって、耐湿性が向上すること
が確認された。
【００７１】
　次にＪＩＳ　Ａ　１４１２　熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法、熱流計法に従
い、熱伝導率を測定した。実施例１～５、参考例１～７のいずれの複合板も、石膏ボード
（比較例６）に比べて熱伝導率が低く、断熱性に優れていることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【図１】石膏及び無機質繊維の複合板の吸音特性を示すグラフ
【図２】石膏及び無機質繊維の複合板の寸法変化率を示すグラフ
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